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１．工事申込について 
  

（１）申込方法 

 
① 給水装置の新設・改造等の工事を行うときは、必ず事前に給水装置工事申込を行い、 

設計審査を受けていただきます。 

     申込は、水道事業指定給水装置工事事業者が申込者に代わり行っていただきます。 

     申込書は、設計審査手数料及び加入金納入後、関係図書を添え提出してください。 

 

② 手数料の納入 

設計審査手数料（給水条例第２９条第３号） 

      １件につき３，０００円    ※「撤去申請」は免除となります。 

 

③ 加入金の納入 

      加入金はメーター器を新設又は既設を増径する場合に納入していただきますが、 

止水栓止めで終了する工事については、不要となります。 

 

加入金（給水条例第１０条） 

    ○上水道                  
 

         

  

④ 加入金減免取扱基準（藤枝市水道事業給水条例第１１条） 

           

＜免除＞ １. 自治会、町内会の集会所 

       ２. 生活保護者（福祉事務所の証明が必要） 

       ３. 住宅都市整備公団土地区画整理区域内 

（駿河台、南駿河台地内（親和団地等は除く。）） 

       ４. 第３大谷川土地区画整理区域内（音羽町５丁目、６丁目地内） 

       ５. 藤枝住宅開発㈱開発事業区域内（清里１丁目、２丁目地内） 

       ６. 伊豆箱根鉄道㈱開発事業区域内（光洋台地内） 

        (注) 上記３～６の免除範囲は以下のとおりとする。 

         ※１区画１件(ﾒｰﾀｰ口径φ２０ｍｍ以下)の免除とする。 

         ※｢ﾒｰﾀｰ口径φ２５ｍｍ以上の新設｣については「全額負担」とする。 

         ※｢使用中のﾒｰﾀｰ口径を増径｣する場合は｢差額負担｣とする。 

     

 ＜減額＞ 仮設給水で、３ヶ月以内に撤去するものは「半額」とする。 

 

 

口 径 税込金額 

 

 

 

  φ１３ｍｍ     ３５，２００ 円 

 φ２０ｍｍ     ５７，２００ 円 

  φ２５ｍｍ    １０７，８００ 円 

 

 φ３０ｍｍ    １８７，０００ 円  

  φ４０ｍｍ    ３３０，０００ 円 
 

  φ５０ｍｍ    ５１７，０００ 円 
 

  φ７５ｍｍ  １，１６６，０００ 円  

  φ１００ｍｍ以上 市長が別に定める額 
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＜前納されているもの＞ 

       １. 北方白藤・奥白藤団地 φ２０ｍｍ（各区画毎１件） 

２．岡部貝立団地(図示)  φ１３ｍｍ（各区画毎１件） 

       ３．内谷小川団地(図示）  φ１３ｍｍ (３区画)φ２０ｍｍ(１区画) 

       ４．山東寺尾団地(図示)  φ１３ｍｍ (８区画) 

       ５．山東道合団地(図示)   φ２０ｍｍ (１５区画) 

       ６．三輪松崎団地(図示)   φ１３・２０ｍｍ 

       ７．三輪黒田団地(図示)   φ２０ｍｍ (２１区画) 

       ８．三輪旭ヶ丘団地(図示)  φ２０ｍｍ (１２区画) 

        ※｢口径を増径｣する場合は｢差額負担｣とする。 

 

＜権利場所の移転を認めるもの＞ 

       １. 区画整理事業(市、組合施行)の換地による区域内移転 

         ※｢使用中のﾒｰﾀｰ口径を増径｣する場合は｢差額負担｣とする。 

 

（２）提出図書 
 

① 給水装置工事申込書 ※令和５年４月より様式変更 

② 同意書 

③ 設計図書（位置図、平面図、立面図、材料表等） 

④ 給水装置所有者変更届 ※令和５年４月より様式変更 

⑤ 誓約書、協議書等  

 

（３）留意事項 
 

① 申込書の提出は、担当職員の確認を受けてください。 

② 「記載事項、添付書類」に、不備がある場合は受付できません。 

③ 審査の結果、「基準に不適合」等の場合は、受付後およそ「１週間以内」に内容、対処

方法等について電話により連絡します。 

④ 設計審査の結果が「合格」の場合は、連絡しません。 

 

２．提出図書作成について 
  

（１）給水装置工事申込書 

 
① 捺印等の箇所 

イ．申込者、指定給水装置工事事業者の押印不要。 

ロ．同意書が必要な場合は、権利者の署名押印してください。 

    ハ．案内図の記入（貼り付け可） 

 
② 記入項目説明 

イ. 種類（給水装置） 

      専・・・（専用給水装置）１戸が専用使用する給水装置 

※アパート等で２戸以上が共同使用する給水装置であっても、メーターが

戸別に設置されるものは専用給水装置です。 

      共・・・（共用給水装置）２戸以上が共同使用する給水装置 

            

ロ．工事名(区分) 

新設・・・○ 新たに行う給水装置設置工事 

○ 野帳番号の無い既設第１止水栓へ接続する給水装置設置工事 
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改造・・・○ 給水の口径、管種、増設など給水装置の変更工事 

○ 住宅の建替えに伴う給水装置工事 

○ 野帳番号のある第１止水栓に接続する給水装置設置工事 

     修繕・・・給水装置の原形を変えない部分的な修理工事 

撤去・・・給水装置を配水管等から取り外す工事 

      

ハ．内容 

１．自家用・借家・建売の別 

２．止水栓止め・・・第１止水栓までの工事（加入金は徴収しない） 

３．仮設・・・工事用等の仮設給水工事 

      

ニ．給水方式 

        ○ 直結式・・・配水管の動水圧によって給水する方式である。 

                   ※三階直結直圧給水等は条件により可（事前に協議書を提出し、審査、

承認が必要となる。） 

        ○ 受水槽式・・・給水装置からの給水を一旦受水槽で受けた後、ポンプ等により給 

水する方式である。※貯水槽台帳等を提出する。 

○ 直結・受水槽併用式・・・上記給水方式の併用式。※貯水槽台帳等を提出する。 

○ ブースタポンプ等接続による直結加圧給水は認めていない。 

      

ホ．同意書の有無を明示 

         

ヘ．用途（水道水の用途区分） 

     ○ 家庭用・・・一般家庭（店舗兼住宅含む）で使用する場合 

     ○ 営業用・・・美容院、飲食業などの営業に使用する場合 

     ○ 事務所用・・事業所の生活用水として使用する場合 

     ○ 病院用・・・病院で使用する場合 

     ○ 工場用・・・工場で使用する場合(事務所で使用する場合は､事務所用) 

      

ト．代理人 

        申込者が遠方等、必要に応じ、市内居住者を代理人に選定する。（給水条例第１３条） 

      

チ．指定給水装置工事事業者名 

        住所又は所在地、氏名又は名称及び代表者名、電話番号を記入する。押印不要。 

藤枝市指定給水装置工事事業者指定番号を記入する。 

 

リ．メーター口径・・・既設は現口径を記入。新設･増径･狭径は新たな口径を記入する。 

              （増径・狭径の場合は既存口径も記入する。 例：φ１３→φ２０） 

 

    ヌ．加入金・・・口径に応じた金額を記入する。 

 

（２）同意書 
 

   「他人の給水管から分水する場合」「他人の土地に給水管を布設する場合」等、権利者の同

意が必要な場合に記入してください。 

   権利者の署名又は記名押印をしてください。場合により、登記事項証明書等の写しを添付

してください。 
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記入例（表面） 

 
 

第１号様式（第３条関係）

住所又は所在地

氏名又は名称及び代表者名

指定番号

ｍｍ 円

45678

メーター

口　　径

係　長

  　上記、給水装置工事の申込にあたり、下記事項を誓約いたします。

57,200

藤枝市　岡出山▲丁目▲番▲号

        (2) 同意書は裏面に記入してください。

着手

完成

工事期間（予定） 管理係

　　　異議は申し立てません。

　（注）(1) 各欄で必要な項目を○で囲んでください。

用    途 　家庭用　・営業用（業種名　　　　　　）・事務所用　・病院　・工場用　

　１．藤枝市水道事業給水条例に規定する給水装置の管理義務を遵守します。

　２．非常災害、水道施設の損傷等による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、

加入金

代 理 人

指定給水
装置工事
事業者名

係

●●●

課　長

内    容

　自家用　・借　家　 ・建　売

　構造　木造　２　階建　　〔　１　戸分〕

　止水栓止め

　仮設（設置期間　　　　　　～　　　　　　）

1

設計番号

藤枝市岡出山●丁目●番●号

工 事 名

住 所

藤 枝 市 長　　様

新　設　 ・ 　改　造　 ・　 修　繕 　・ 　撤　去

設置場所 専 ・ 共種 類

給 水 装 置 工 事 申 込 書

2

3

申
　
込
　
者

有 ・ 無

有効容量（　　　㎥）

　３．貯水槽を設置する場合は、貯水槽水道台帳等を提出し適正に維持管理を行います。

受 付 日

（両面印刷を指定してください）

ふりがな

氏 名

電話番号 054-643-3111

ちゃまち　いちろう

申込月日 令和 ●

茶町　一郎

電話番号 054-646-4112

給水方式

同 意 書

直結直圧式

有 ・ 無

貯 水 槽

藤枝水道株式会社
代表取締役　藤枝　太郎

電話番号

月年 ● ● 日

令和 年 月 日● ● ●

日

既設・新設・増径・狭径

藤枝市茶町２丁目６番１５号

令和 ● 年 ● 月 ●

20

※押印は不要

※押印は不要

口径 税込金額

13mm 35,200 円

20mm 57,200 円

25mm 107,800 円

30mm 187,000 円

40mm 330,000 円

増径の場合は差額

既設の設計番号がある場合は、
鉛筆書きで記入

藤枝市の指定番号を記入

有の場合は、裏面に記入

有の場合は、貯水槽台帳を提出
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記入例（裏面） 

 

　

P.93 I-5

※地図を貼付する場合は「糊貼り」とし、テープ止めはしないこと。

印

同　　意　　書

（注）１．所有物件名を必ず記入すること。（土地・給水管）
　　　２．同意書の提出ができない場合、その理由を明記した誓約書を添付すること。

藤枝市岡出山■丁目■番■号給水管（φ30）

案内図

岡部　二郎

藤枝　三郎

藤枝市岡部町岡部●－●土地

　　　藤枝市長　　様

令和　●　年　●　月　●　日

所有物件名 住　　所 氏　名

㊞

㊞

　表記の給水装置工事の施行について、同意します。

（住宅地図を添付する場合は、ページ番号を記入すること。）

※権利者本人の自署であること。

同意書の提出ができない場合は、その理由を明記した誓約書を

添付すること。
所有者が変更されている場合は、所有者変更届を提出すること。

土地又は給水管（管径）

※押印は必要です
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（３）給水装置所有者変更届 
      

改造等で、申請者と前申請者が異なる場合に必要です。（親子関係も同様） 

※前所有者から書名捺印が得られない場合は、申請者が土地所有者であることを確認できる

登記事項証明書や売買契約書等の写しを添付する。（旧所有者欄記入不要） 

 

記入例 

 

第 5 号様式(第 12 条関係)                               

 

給水装置所有者変更届 

 

令和 ●年 ●月 ●日   

 藤枝市長    様 

 

届出者(給水装置所有者)         

住 所 藤枝市茶町２丁目６－１５ 

氏 名 藤枝 太郎 

電話番号 ０５４－６４６－４１１２ 

 

 次のとおり給水装置の所有者を変更したので届け出ます。 

種類及び設計番号 

 

 

専  ・  共       １２３４５ 

給水装置の設置場所 

 

 

藤枝市 岡出山１丁目 
番地 

１１番 １号 

 

変 更 理 由 

 

□売買  □譲渡  □相続  □その他（    ） 

 

 

給水装置旧所有者 

住 所 

氏 名                   

電話番号 

変 更 年 月 日 令和 ●年 ●月 ●日から 

※変更理由の分かる書類を添付すること。 

 □登記事項証明書（写）  □登記事項要約書（写）  □売買契約書（写） 

 □その他（     ） 

 

✔ 

設計番号を記入 

該当に✔を記入。その他の場合は（ ）に記入 

給水工事を行う場所の住居表示を記入 

登記事項証明書（写）等がある場合は記入不要 

✔ 

専・・・専用給水装置 

１戸が占用使用する給水装置 

共・・・共用給水装置 

２戸以上が共同使用する給水装置 

該当する書類に✔を記入 
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（４） 設計図書 
    

① 調 査 

 

イ．現地調査（敷地、道路、水路等） 
 

       ロ．地下埋設物調査及び協議（下水道管、ガス管、ＮＴＴ、中電等） 
 

      ハ．資料調査（配水管、給水管） 
        

 (1) 上水道管理図閲覧 

         ① 閲覧用パソコンで閲覧をお願いします。 

（必要に応じて管理図の説明を受けてください。） 

             

        (2) 給水装置工事申込書・野帳コピーサービス 

         ① 水道事務所カウンターに設置の「個人情報提供申請書」を使用し、本人の同意欄

に本人に記名押印と提供先欄に記名押印する。 

         ② 提供を受ける者が来所し申請書を提出する。 

         ③ 来所者が本人であるか確認するため、社員証・運転免許証等を提示して下さい。 

 

        (3) 加入金、既設メーターの現状確認は担当職員に確認ください。 

 

        (4) 上水道管理図等の電話での照会は、誤った情報が伝わる可能性がありますので、

応じられません、必ず「閲覧」等により確認するようにしてください。 

        ※ＦＡＸサービスも行いません。 

 

② 設 計 

 
給水装置とは配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具（蛇口、

止水栓、湯沸器等）を「給水装置」といいます。 

(水道法第３条第９項、給水条例第２条第１号) 

 

※ 受水槽以降の施設は、直結していないため給水装置ではありません。 

 

    イ．給水管の材質 

 
(1) 給水装置の構造・材質は基準(厚生省令第 14号)に適合していること。 

(2) 口径が５０㎜以下の給水管は、ポリエチレン管１種二層管を使用すること。 

(3) 口径が７５㎜以上の給水管は、配水用ポリエチレン管を使用すること。 

(4) (1)(2)にかかわらず、施工技術その他の事由により管理者がやむを得ないと認めた

場合は、その他の材料を使用することができる。 

 

ロ．給水管の埋設深さ 

 
(1) 給水管を公道及び私道に埋設する場合の土被り深さは、０．６ｍ以上とする。 

(2) 給水管を民地内に埋設する場合の土被り深さは、０．３ｍ以上とする。 

       

ハ．給水管の土工等 

 
(1) 給水管を公道及び私道に埋設する場合の防護砂の厚さは、給水管の管頂より１５㎝

以上、管底より１０㎝とすること。 
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(2) 公道部分の埋戻し、舗装復旧は、各道路占用工事に伴う復旧基準によること。 

       

ニ．メーターの設置位置 

 
(1) メーターを設置する位置は、民地内で官民境界から原則として１．５ｍ以内とする

こと。（「給水装置工事標準図」を参照） 

(2) (1)によりがたい特別の理由がある場合は、管理者の指示を受けること。 

(3) 点検及び交換並びに検針が容易にできる場所に設置すること。 

(4) 雨水、汚水、泥等が流入しない場所に設置すること。 

(5) 自動車、植木鉢等の障害物を置かない場所に設置すること。 

(6) 植樹をしない場所に設置すること。 

 

ホ．その他 

 
(1) 給水の引込は原則として、１敷地１引込とする。 

(2) 給水装置工事に伴い、不用な給水管は、分水栓止めを行うこと。 

(3) 改造工事に伴い、民地内に鉛管が使用されている場合は交換すること。 

(4) 地下式散水栓は、地下であることから不衛生な状態であり、雨水やほこり等を 

給水管内に引き込む恐れがあることから設置は認めていない。 

(5) 給水方式における直結増圧方式は、水圧変動、緊急時断水及び応急給水への影響が 

あることから導入を認めていない。 
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(注)１. 給水管は、ポリエチレン管１種二層管を使用すること。 

２. 第１止水栓は、ボール式止水栓乙型ハンドル付(左閉じ)を使用すること。 

３. フレキシブル継手(ＳＵＳ)使用の場合は、長さ５０cmのものを使用すること。 

４．逆止弁はメーター後に設置すること。 

５．パッキンは、メタリングパッキンを使用すること。 

６．ロケーティングワイヤーは、メーターボックス内まで施工し末端はキャップ止めするこ

と。 

７．メーター設置位置は、敷地内で官民境界から原則として１．５ｍ以内とすること。 

８．メーターボックスを車両が通行する箇所に設置する場合は、耐荷重強度のあるものを 

用すること。 

９．改造工事で一次側を改造（鉛管交換等）する場合、既設の直結止水栓が伸縮でなく、交

換しないでそのまま使用する場合は、フレキシブル管を使用すること。 

１０．設置後の交換が容易にできるよう、ボール式伸縮止水栓から逆止弁までを、メーターボ

ックス内に確実に収まるように設置すること。 

 

屋内給水装置 

（別紙） 
給水装置工事標準図 

1．給水装置工事標準施工図１ （φ１３～２５） 

①一般施工箇所 
官 

民 

境 

道 路 民 地 

屋外給水装置 

ボール式止水栓乙型ハンドル付 
止水栓筺 

ボール式伸縮止水栓  メーターボックス 

止水板 止水板 

ＨＩＶＰ 

ポリエチレン管又は 

フレキシブル継手（ＳＵＳ）両ユニオン 

ＰＥ継手（６０ロングベント又は９０゜ベンド） 

耐震性能強化型 

Ｒ 

（鉄製サドルベンドで固定） 

※Ｒ＝外径の２０倍以上 

止め杭（φ６０×１０００） 
ＰＥ継手（メーター用） 

サドル付分水栓 
（鋳鉄管から分水する場合は、メタルスリーブを施すこと） 

  
  

逆止弁 

※R=外径の 20 倍以上 

PEPφ20→27㎜（54cm） 

  φ25→34㎜（68cm） 
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１１．原則として給水装置工事標準施工図による配管とする。 

１２．ＰＥ継手は、耐震性能強化型を使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．φ３０、φ４０、φ５０の給水管は、ポリエチレン管１種二層管を使用すること。 

２．φ３０、φ４０、φ５０の止水栓は、合成樹脂弁（ソフトシール型・ねじ込み型・丸

ハンドル式）を使用すること。 

※止水栓は、右閉じ（標準）を使用すること。 

３．フレキシブル継手（ＳＵＳ）を使用する場合は、長さ５０㎝のものを使用すること。 

４．逆止弁は、メーター後に設置すること。 

５．パッキンは、メタリングパッキンを使用すること。 

６．ロケーティングワイヤーは、メーターボックス内まで施工し末端はキャップ止めする

こと。 

７．メーター設置位置は、敷地内で官民境界から原則として１．５ｍ以内とすること。 

８．メーターボックスを車両が通行する箇所に設置する場合は、耐荷重強度のあるものを

使用すること。 

９．φ７５～の給水管、止水栓等については、水道事業管理者と協議し決定すること。 

１０．ＰＥ継手は、耐震性能強化型を使用すること。 

２．給水装置工事標準施工図２ （φ３０～５０） 

官 
民 
境 

道 路 民 地 

屋外給水装置 屋内給水装置 

合成樹脂弁 
止水栓筺    メーターボックス 

逆止弁 

止水板 止水板 

ポリエチレン管又は 

フレキシブル継手（ＳＵＳ） 
 ＰＥ継手 

ＰＥ継手（９０゜エルボ） 

ＰＥ継手（メーター用） 

サドル付分水栓 
（鋳鉄管から分水する場合は、メタルスリーブを施すこと） 
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（注）１．共同給水管は、ポリエチレン管 1種二層管を使用すること。 

２．仕切弁は、合成樹脂弁（ソフトシール型・ねじ込み型・キャップ式）を使用すること。 

３．ロケーティングワイヤーを施工し末端はキャップ止めすること。 

４．φ７５～の共同給水管、止水栓等については、水道事業管理者と協議し決定すること。 

５．口径は将来の給水需要を考慮しφ40を使用するよう検討すること。 

６．ＰＥ継手は、耐震性能強化型を使用すること。 

 

 

３．給水装置工事標準施工図３ （共同給水管） 

① 平 面 図 

公 道 私 道 

仕切弁 

② 横 断 面 図 
仕切弁筐 

ＰＥ継手 
Ｒ 

仕切弁 
Ｒ 

ＰＥ継手 

ＰＥ継手（メーター用） ※Ｒ＝外径の 20 倍以上（φ50 の場合はＰＥ継手・エルボを使用する。） 

サドル付分水栓 

共同給水管 

配 
水 
管 
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４．給水装置工事標準土工図 

 

（１）市道Ｎ４タイプの場合 
                                            舗 装 復 旧 幅 

   

                     仮 舗 装 幅  

     

     ３００         ５００     ３００  

     

                                                表層工(再生密粒度 AS 厚５㎝) 

       

     

           上層路盤工 

（粒調砕石 厚 15cm） 

  下層路盤工（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 厚 25ｃｍ） 

    ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ  

    

         

                

                             

               

   

 

 

   

         ５００  

   

 

 （２）市道Ｎ５タイプの場合 
                                            舗 装 復 旧 幅 

   

                     仮 舗 装 幅  

     

     ３００         ５００     ３００  

     

                                               表層工 (再生密粒度 AS 厚 5 ㎝) 

                                       基層工(再生粗粒度 AS 厚 5 ㎝) 

       

       

     

 

        上層路盤工 

（粒調砕石 厚 15cm） 

  下層路盤工（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 厚 25 cm） 

    ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ  

    

         

                

                             

               

   

 

 

   

         ５００  

   

1
5

0
 

1
0

0
 Ｄ

 

洗い砂 

6
0

0
以
上

 

1
5

0
 

1
0

0
 Ｄ

 

洗い砂 

6
0

0
以
上

 

※上層路盤に瀝青安定処理を 

行った場合 

   上層路盤工（厚 12 cm） 

  下層路盤工 

（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ厚 15 cm） 

☆仮舗装は N4、N5 タイプ共 

 表層工(再生密粒度 As 厚 4 cm) 

 埋戻し(路面下 4cm までクラッ

シャーラン) 
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(注)１．防護砂の厚さは、給水管の管頂から１５㎝以上、管底より 10cmとすること。 

２．埋戻し転圧は、タンパーによる転圧とすること。 

 ※タンパー（60～100 ㎏級）、１層当り仕上厚２０㎝以下、同所転圧３回 

  ３．舗装復旧は、「藤枝市道路占用工事に伴う復旧基準」によること。 

    ※復旧幅は、床堀幅＋６０㎝(片側３０㎝×２)とする。（県道については、事前協議を行うこと。） 

    ４．仮舗装厚は、市道 4㎝、県道 5㎝以上とすること。 

 

５．給水装置工事標準土工図（私道・宅道の場合） 

                                               ４００ 

   

 

     

   

   

     

  

    洗い砂 

 

 

  

      

  

           

  

    

 
（注 １．防護砂の厚さは、給水管の管頂から１５㎝以上、管底より１０ｃｍとすること。 

   ２．埋戻し、舗装復旧は、「藤枝市道路占用工事に伴う復旧基準」に準拠すること。 

   

へ．３階直結給水方式  

１．対象施設 

 

        ３階１戸建ての専用住宅、併用住宅又は、共同住宅、事務所、店舗、その他藤 

枝市長が承認（「協議書」提出し審査を要す。）したもの。ただし、断水時に一定 

の水量を必要とする施設(医院、理美容院、製造業、工場等）は除く。 

 

２．施設の高さ制限 

 

          給水栓の高さは、原則として配水管が布設されている道路の地盤より８ｍ以下 

とする。 

 

３．適用区域 

 

         給水区域内で配水管の口径は５０㎜以上とし、配水管の最小動水圧が０．２５ 

ＭＰａ（２．５ｋｇ・ｆ／㎠）以上であること。ただし、配水管末端が未接続及 

び配水管に水量不足が生じている場合は除く。 

 

４．給水装置の構造 

 

          水道メーター口径は２０㎜以上とし、給水装置の主管は３階まで同一口径の配 

管とする。また、給水装置には逆流防止装置を設置すること。水道メーターは GL 

に設置すること。 

 

５．３階直結直圧給水協議書の提出 

 

          指定給水装置工事事業者は、給水装置設置箇所付近で２４時間の水圧測定を行 

い、３階直結直圧給水協議書（水圧測定結果表を添付）を提出すること。 

また、 口径決定した水理計算書を合わせて提出すること。 

Ｄ
 

1
5

0
 

1
0

0
 

6
0

0
以
上
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 藤枝市 （設計番号　　　　  　 ）

給水装置内容

 １　自家用　・　借家　・　建売

構造　　　　　階建（　　　　　　戸分）　　　　　

 ２　家庭用 ・ 営業用（業種名　　　　　　　） ・ その他

分水口径

 口径　　　　　ｍｍ　 （内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　）　）

 事業者名

 電話番号

１

２

３

４

㎏･ｆ／C㎡）です。Ｍｐａ（

水圧・水量を確保する場合は、私の費用負担で給水装置を改造します。

三階直結直圧給水協議書

　　年　　月　　日

藤枝市長 　北村　正平　様

給水装置工事申込者

住所

逆流防止装置は、必ず設置します。

完成後、水圧・水量に支障が生じても、異議の申し立てを致しません。

給水装置設置場所

指定給水装置工事事業者名

　給水装置を設置するにあたり、三階直結直圧給水を認めて頂きたいため、下記

の条件を遵守し、協議致します。なお、給水装置設置箇所付近の最小動水圧は別

添水圧記録表及び記録状況写真のとおりです。

氏名

記

メータ口径は２０ｍｍ以上とし、主管は三階まで同一口径で配管します。
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３階建て直結直圧給水施工基準の概略図 

 

 

 

① １戸建て専用住宅 

 

                 ３階              住居 

 

 

                 ２階              住居 

 

 

                 １階              住居 

 

 

 

 

分水φ２０以上        主管φ２０以上 

            Ｍ             

         φ２０以上 

   

配水管 

 

 

 

② １戸建て併用住宅   

                （ア）                       （イ） 

 

                 ３階                住居                        住居 

 

 

                 ２階                住居                            店舗 

                                                                     事務所 

 

 

                 １階                 店舗                           店舗 

                                      事務所                         事務所 

               

 

 

 

φ２０                           φ２０ 

分水φ２５以上  Ｍ                               Ｍ 

 

                Ｍ                                Ｍ 

              φ１３又は２０                   φ１３又は２０ 

配水管                              配水管 
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③ １戸建て併用住宅又は共同住宅等 

 

                       ３階                   住居又は店舗等 

 

 

                       ２階                  住居又は店舗等 

 

 

                       １階                       住居又は 

                                                  店舗等 

                 

 

 

φ２０以上 

                 Ｍ 

         φ１３～ 

                 Ｍ 

                φ１３～ 

                 Ｍ 

     配水管 

 

 

 

④ 共同住宅等４戸以上の場合の概略図 

３階建て共同住宅等で４戸以上の場合、給水管の口径決定計算（総損失水頭）を行い、分岐する

配水管の最小動水圧以下であること。 

 

 

                     ３階 

 

 

                     ２階 

 

 

                     １階 

 

 

 

 

 

                              

 Ｍ    Ｍ    Ｍ          Ｍ   Ｍ  Ｍ 

                          φ２０以上              φ２０以上 

 

 

        

 

配水管 
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ト．特定施設水道連結型スプリンクラー（小規模社会福祉施設） 
 

１. 承認対象施設 

 

直結直圧型を認めています。（加圧ポンプは不可） 

 

２． 設計水圧（配水本管分岐箇所） 

 

通常、０．２ＭＰａ(２．０㎏/㎠)以下。 

ただし、分岐箇所で２４時間水圧測定を行い、最小動水圧が０．２５ＭＰａ 

(２．５㎏/㎠)以上ある区域においては、設計水圧を最大０．２５ＭＰａ 

(２．５㎏/㎠)まで認めます。 

 

３．その他 

 

厚生労働省通知の「････特定施設水道連結型ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備の運用」による。 

 

４．協議方法 

 

事前に、水道事業者に書面で協議をし、承認をうける。 

（承認のコピーを消防署へ提出する消防用設備検査申請書に添付すること。） 

 

５．提出書類 

 

・直結直圧スプリンクラー給水協議書 

・２４時間水圧測定結果 

 

６．工事申込み時の注意事項 

         

申込図書に消防署の「消防用設備等検査済証」のコピーを添付すること。 
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給水装置設置場所       藤枝市 地内

　（設計番号　　　　　　） ）

指定給水装置工事事業者名

 

1

2

3

4

氏名

 

　直結直圧型スプリンクラー設備の所有者を変更するときは、「２」及び「３」
の事項について譲受人に熟知させます。

記

　設計水圧は、給水装置設置箇所付近の最小動水圧以下とし、最大０．２４５
MPa(2.5㎏/㎠)を限度とします。

　断水や水圧低下等により直結直圧型スプリンクラー設備の性能が発揮されない
状況が生じても一切責任を問いません。

　この直結直圧型スプリンクラー設備が設置された家屋、部屋を賃貸する場合に
は、「２」のような条件が付いている旨を借家人等に熟知させます。

　直結直圧型スプリンクラー給水の承認を受けたく,下記事項について遵守する旨を添
え、協議します。
なお、給水装置設置箇所付近の最小動水圧(24時間測定)は別紙水圧記録表のとおり、

　 Ｍｐａ（ 　 ㎏･ｆ／C㎡）です。

直結直圧ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ給水協議書

  　　年　　月　　日

藤枝市長　　様

　　　　　　　給水装置工事申込者

住所 　
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チ．受水槽給水 

（給水装置から一旦受水槽に受水後、ポンプ等による給水方式） 
 

３階建以上に給水、一時的な多量使用、工場等で一定の水量・水圧の確保、病院等 

配水管工事や事故による断水、減水により業務停止等の損害の発生が想定される場合 

は、受水槽を設置すること。 

 

＜受水槽容量の算定＞ 

       

    １．１人１日当り使用量について 

 

        共同住宅の場合２００ℓとする。他の用途は、空気調和衛生工学会便覧等又は使用 

実績資料等を参考にすること。 

 

２．有効容量について 

 

        １日使用量の２分の１を標準とする。 

 

 

３．受水槽への流入管口径について 

 

        受水槽有効容量を４～６時間で満水にできる口径とし、配水管の動水圧等も十分考 

慮すること。 

 

 受水槽流入管口径 有効容量  

 φ２０ ５㎥以下  

 φ２５ ５㎥を超え１０㎥以下  

 φ３０ １０㎥を超え１５㎥以下  

 φ４０ １５㎥を超え３５㎥以下  

 φ５０ ３５㎥を超え６０㎥以下  

          

４．共同住宅の規模別人員算定について 

 

         規  模   算定人員  

 １Ｋ、１ＤＫ、管理人室  １．５人  

 １ＬＤＫ、２Ｋ、２ＤＫ  ３．０人  

 ２ＬＤＫ、３Ｋ、３ＤＫ、３ＬＤＫ、４ＤＫ  ３．５人  

 ４ＬＤＫ  ４．０人  

 

（計算例）① ３階建共同住宅、３ＬＤＫ、２０戸の場合（受水槽・タンクレス方式） 

         ３ＬＤＫ＝３．５人 

         算定人員＝３．５人／戸×２０戸＝７０人 

         有効容量＝７０人×２００ℓ／人×５０％＝７，０００ℓ 

         呼称容量＝７，０００ℓ×１．２倍＝８，４００ℓ 

（※８．４㎥以上の受水槽が必要） 

 

② 建築物の用途により単位面積や使用人数等で算定する方法が異なるので十分検討

を行うこと。 

   

         ※建築物種類による人員、給水量等について 

         共同住宅の場合、１人１日当り使用水量は２００ℓとする。 
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 規  模 人員（人）  

 管理人室、１Ｋ、１ＤＫ  １．５  

 １ＬＤＫ、２Ｋ、２ＤＫ  ３．０  

 ２ＬＤＫ、３Ｋ、３ＤＫ、３ＬＤＫ、４ＤＫ  ３．５  

 ４ＬＤＫ  ４．０  

      

５．受水槽台帳の提出 

      

工事完成後、受水槽台帳（貯水槽水道台帳、簡易専用水道台帳）を市上水道課へ提出

すること。 

     ・有効容量１０㎥を越えるものは、水道法の「簡易専用水道」に該当する。 

     ・有効容量１０㎥以下のものは、市給水条例の「貯水槽水道」に該当する。 

 

    ６．その他 

 

     「藤枝市受水槽等給水設備の設計、施工に関する指導指針」を参照のこと 

 

リ．直結・受水槽併用式    上記給水方式の併用式である 

 

ヌ．水洗便器に給水する給水装置の取扱 
  

○ 水洗便器に給水する給水装置とは 

        水洗便器の洗浄装置は、小便器の場合はﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式が一般的ですが、大便器の

場合、一般家庭ではﾀﾝｸ式、中高層建築物ではﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式が多く使用されています。 

       この洗浄装置のうち水洗便器に給水する給水装置は、ﾀﾝｸ式の場合は、ﾀﾝｸ内部の

ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟまで、ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式の場合はﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞまでが｢給水装置｣となります。 

 

○ 水洗便器に給水する給水装置の規制の経緯 

       小便器の洗浄装置(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ)は、規制の対象としていませんが、大便器のﾌﾗｯｼｭ

ﾊﾞﾙﾌﾞは、｢水撃作用｣が大きくなるため、給水管の材質(鉛管)、逆流防止装置の未設

置等を考慮し、大便器のﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞの設置は認めていませんでした。 

       ※ 資料等が保存されていないため確かではありません。 

※ 中高層建築物等で「受水槽」が設置されている場合は、対象外です。 

 

○ 水洗便器に給水する給水装置の水撃防止の措置 

       小便器の洗浄装置(ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ)は、洗浄水量が 3.5ℓ/回、洗浄管口径φ13 ㎜であり、

水撃作用が小さいため問題とはなりませんが、大便器のﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞは、洗浄水量が

13.0ℓ/回、洗浄管口径がφ25 ㎜となり水撃作用も大きくなります。このため、大便

器用ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞには、ﾊﾞｷｭｰﾑﾌﾞﾚｰｶｰが内蔵され、水撃作用が生じてもその圧力が給

水装置の耐圧試験値(1.75MPa)以下の1.50MPa以下になるよう基準化されています。 

       また、藤枝市では、｢藤枝市水道事業給水条例施行規程｣によって｢危険防止の措置｣

を講じるよう規定するとともに、｢給水装置工事の手引き｣により逆止弁をメーター

後に使用するよう基準化しているため、配水管への影響は防止できます。 

                       （藤枝市水道事業給水条例施行規程第８条） 

 

○ 大便器に給水する給水装置をﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞとする場合の条件 

     イ．分水口径は、25 ㎜以上とすること。 

     ロ．メーター口径は、25 ㎜以上(流動時圧力 0.07MPa、流量 1.7L/sec 以上)とすること。 

ハ．藤枝市水道事業給水条例施行規程第 8 条の｢危険防止の措置｣を講じること。 

     ニ．給水装置工事の手引きを遵守すること。 
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○ 給水装置に伴う事故の責任 

給水装置は、水道需要者の財産であり、需要者が維持管理する義務を負います。し

たがって、ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞを設置したことによる事故等の責任はすべて水道需要者が負

うことになります。 

 

    ル．その他 

 
○ ブースタポンプ等接続による直結加圧給水は認めていない。 

○ その他、設計に当たっては、日本水道協会の｢水道施設設計指針｣によるほか「水

道法」を遵守すること。 

○ 不明な点については、担当職員に相談すること。 

 

（５）工事に伴う使用・占用等許可申請書 
 

○ 市道、県道、国道、普通河川、２級河川、大井川土地改良区用水路等 

 

※許可までに３週間程度を要するので、余裕を持って提出のこと。 

※国道、県道、大井川土地改良区へ提出・協議時には、上水道課職員が一緒に出向きます。 
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（市道の場合） 
１ 次の①から④の書類を作成し、上水道課で確認を受けて下さい。 
 

① 道路占用許可申請書（３部） 
                              

添付書類 

位置図（1/2,500～1/10,000 程度の地図） 

見取図（1/1,000～1/2,500 程度の地図） 

平面図（占用及び舗装）・公図写し 

占用横断面図 

土工定規図 

現況写真 

地下埋設物調査資料（下水道・東海ガス・NTT・中電他） 

※道路に水道管を埋設する許

可を受けるためのものです。 
 

◇土木工事関係申請チェック

リストの 申請者・作成者欄

にチェックをして１部添付 

 

② 道路工事・作業に関する意見聴取、協議書（２部） 
 
③ 道路使用許可申請書（２部） （藤枝警察署交通規制係） 
 

添付書類 

位置図 

案内図 

交通規制計画図（平面・横断図） 

全面通行止め了解図（全面通行止めの場合） 

工事工程表 

現況写真 

※片側交互通行、全面通行止等

交通規制の許可を受けるた

めのものです。 

 

 

 
 
④ 道路工事届出書（片側２部、全止３部）（志太消防本部藤枝消防署警防課） 
 

添付書類 

位置図 

案内図 

交通規制図 

現況写真 

※交通規制により緊急車両（消

防車、救急車）の通行に支障

が出るため届出をするもの

です。 
 

     ↓ 

２ 確認を受けた後、直接建設管理課へ提出してください。 

     ↓ 

書類に不備がある場合、書類の修正あるいは追加等を求める場合があります。 

     ↓ 

３ 建設管理課から施工業者に連絡が入ります。 

     ↓ 

連絡が入ったのち市役所東館２階建設管理課において②、③の書類を受け取ってください。 

     ↓ 

４ 警察署において道路使用許可申請の手続きをして下さい。 

     ↓ 

手数料分の県証紙を③に貼って②と共に提出してください。 

     ↓ 

５ 道路使用許可が下りた後、許可書を受領して下さい。 

     ↓ 

６ 道路工事着手届を提出 

     ↓ 

７ 分水工事着手 

     ↓ 

工事前日までに検査依頼書を提出して下さい。 

     ↓ 

道路占用申請は、工事着手予定日までに道路使用許可が下りるように余裕を持って提出して下

さい。道路使用許可中の工事期間を超える場合は、１週間前までに警察と協議して下さい。 
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（県道の場合） 
 
１ 事前に上水道課と協議をして下さい。 

① 道路占用許可申請書（５部） 
                              

添付書類 

位置図 

案内図（住宅地図） 

公図写し 

平面図（占用及び舗装） 

占用横断面図 

土工定規図 

工事工程表 

施工方法 

交通規制計画図（平面・横断面図） 

※藤枝警察署と事前協議済みのもの 

現況写真 

地下埋設物調査資料（下水道・東海ガス・NTT・中電他） 

※道路に水道管を埋設する許

可を受けるためのものです。 
 

 

 

② 道路工事・作業に関する意見聴取、協議書（２部） ※土木事務所で作成 
 
③ 道路使用許可申請書（３部）  
 

添付書類 

位置図 

案内図 

交通規制計画図（平面・横断図） 

全面通行止め了解図（全面通行止めの場合） 

工事工程表 

現況写真 

※片側交互通行、全面通行止等

交通規制の許可を受けるた

めのものです。 

 

 

 
 
④ 道路工事届出書（片側２部、全止３部） 
 

添付書類 

位置図 

案内図 

交通規制図 

現況写真 

※交通規制により緊急車両（消

防車、救急車）の通行に支障

が出るため届出をするもの

です。 
 

     ↓ 
２ 土木事務所へ提出します。 

必要に応じて、書類の修正あるいは追加等を求める場合があります。 
     ↓ 
３ 許可が下りた場合、島田土木事務所維持管理課から上水道課に連絡が入ります。      

上水道課職員は島田土木事務所維持管理課で許可書を受領します。 

受領後、上水道課から施工業者へ連絡します。 
     ↓ 
４ 施工業者は上水道課で次の書類を受け取ってください。      

道路占用許可書（コピー） 
     ↓ 
５ 受領した書類を添えて警察署において道路使用許可申請の手続きをして下さい。      

手数料を貼ること。 
     ↓ 
６ 道路使用許可が下りた後、許可書を受領してください。 
     ↓ 
７ 分水工事着手      

１週間前までに工事着手届とともに検査依頼書を提出して下さい。 

   道路占用申請は、工事着手予定日までに道路使用許可が下りるように余裕を持って提出して

下さい。道路使用許可中の工事期間を超える場合は、１週間前までに警察と協議して下さい。 
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3．工事について 
  

（１）着手時の確認事項 
 

① 給水装置の構造・材質基準に適合していること。 

② 道路・河川占用及び道路使用許可申請が許可済みであること。 

③ 地下埋設物管理者との調整及び立会いを実施済であること。 

 

（２）施工中の注意事項 
 

① 現場の安全管理に十分配慮すること。（交通整理人、工事看板、舗装復旧等） 

② 給水装置工事設計書に基づいて施工すること。 

 

（３）完了時の確認事項 

 
① 工事路面状況を確認すること。特に本復旧までの間は常に様子を見て、仮舗装等 

 の状態が悪い場合は、早急に補修すること。 

   ② 仮舗装についても、必ず再生密粒度 As(13)で施工すること。 

   ③ 本舗装が終了していない箇所については、早急に復旧すること。 

     

（４）その他 

 
①  日常より、社内研修を実施し技術の向上に努めること。 
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検査について 
                  

 

給水装置工事検査実施要領 

     

（趣旨） 

第１条  この要領は、藤枝市水道事業給水条例第６条第２項及び藤枝市水道事業 

指定給水装置工事事業者規程第 15 条並びに第 16 条の規定に基づき実施す 

る給水装置工事（以下「工事」という。）の検査方法について必要な事項を 

定めるものとする。 

 

  （検査対象工事） 

第２条 検査を行う工事は、原則としてすべての工事とする。 

     

（検査範囲） 

第３条  検査の範囲は、配水管分水栓から量水器までとする。ただし、止水栓止工 

事の場合は、止水栓までとする。 

 

  （検査時期） 

第４条  工事の検査は、分水工事の際に実施する。ただし、市長が認めた場合は、 

工事完了後とすることができる。  

     

（検査依頼） 

第５条 工事の検査依頼は、分水工事の日の前日までに提出するものとする。 

     

（検査内容） 

第６条 検査は次の各号に掲げる項目を工事現場において、主任技術者の立会いの 

もと実施する。ただし、市長が書類検査でよいと認めた場合は、現場検査を 

省略することができる。 

      (1) 配水管の埋設深さ 

       (2) 配水管・給水管のオフセット 

      (3) 配水管の管種確認 

      (4) 仮舗装状況 

      (5) その他必要な事項 

 

２ 前項ただし書きにより、書類審査とする場合は、「給水装置工事完成届」及 

び写真を分水工事後、すみやかに提出するものとする。 

  

（適用期日） 

第７条 この要領は、平成 11 年 8 月 1 日から適用する。 

 

 

 
（１）検査の範囲 
       

 ① 分水サドルより第一止水栓まで（分水工事） 

   ② 第一止水栓からメーターまで（メーター廻り工事） 

   ③  分水サドル止め 
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（２）検査依頼 
 

事前（２日前まで）に給水装置工事検査依頼書に必要書類（材料表及び設計書）を添

え提出し、検査日を予約する。（ＦＡＸによる依頼は原則不可） 

休日は検査を行いません。 

  ※検査日の予約は、余裕を持ち、１週間前を目途に予約してください。 

記入例 

          

 

                               ○○年○○月○○日 

   

 藤枝市長 様 

           

           指定給水装置工事事業者 

                        氏名又は名称 藤枝市○○１丁目○－○ 

                               株式会社茶町設備 

                       電話番号     ６４１－○○○○ 

                        主任技術者名 藤枝一男 (090-××××-○○○○) 

           

給水装置工事検査依頼書  
 

検 査 希 望 日 ○○年○○月○○日（火） 午前・午後１１時００分  

設 計 番 号    ００００００      （※必ず記入すること）  

給水装置設置者名 藤枝花子  

                 番地  

設 置 場 所 藤枝市  茶町  

           ２丁目  ６番 １１号  

工 事 名   新 設 ・ 改 造 ・ 修 繕 ・ 撤 去  

 ①．自家用 ・ 借 家 ・ 建 売 （分水口径φ ２０㎜）  

   

   構造     ２階建     ［  戸分］  

工 事 内 容   

 ２．止水栓止め           （分水口径φ   ㎜）  

   

 ３．仮 設             （分水口径φ   ㎜）  

 ①.分水工事  

   

検 査 内 容 ②.メーター周り  

   

 ３.その他（       ）  

検 査 日   年  月  日（  ）  

検 査 員   

検 査 結 果   

  

※ 太線枠内に記入して下さい。設計番号は、必ず記入して下さい。 

  ※ 設計図書を添付して下さい。 

  ※ 各欄で必要な項目を○印で囲んで下さい。 

  ※ 検査時は、工事担当主任技術者の立会いをお願いします。 

  ※ 依頼書は、検査希望日の前日までに提出して下さい。 

    雨天等で延期となる場合は、検査当日午前８時４５分までに連絡して下さい。 
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（３）現場検査 
  

① 主任技術者の立会いのもと実施する。 

② 分水工事検査は、分水サドルから第一止水栓まで砂基礎を施工し、露出配管及び 

ロケーティングワイヤーを施工した状態で配管状況を確認する。配水管に穿孔する

前に、耐圧性能試験静水圧１．７５ＭＰａを１分間保持し、水漏れ、変形、破損そ

の他の異常がないことを確認する。分水箇所の既設配水管の埋設深さ、オフセット、

管種口径、仮舗装状況等を確認する。 

③ メーター廻り検査は、第一止水栓から伸縮止水栓までを配管し、配管状態につい

て確認する。分水工事と同じように、耐圧性能試験を行い異常の有無を確認する。 

④ 現場における施工状態が設計と大きく異なった場合は、変更設計書の提出を指示

する。 

⑤ 雨天等で工事を延期する場合は、当日午前８時４５分までに電話連絡ください。 

 

（４）書類検査 
 

検査依頼時、内容に応じ、担当職員から｢書類検査に代える｣旨の指示をしますので、工事

完成後、給水工事完成届を提出してください。（メーター貸与申請前までに提出） 

 

（５）給水工事完成届 
 

① 完成届には、写真（工事・水圧試験・残留塩素測定）を貼付して下さい。 

② 完成届受理日が検査合格年月日となります。 
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記入例①（分水工事） 

給 水 装 置 工 事 完 成 届 

 

                               ○○年○○月○○日 

 

     藤枝市長 様 

 

                                      住所・所在地 藤枝市○○１丁目 ○-○ 

                       氏名又は名称 株式会社茶町設備 

                    指定給水装置工事事業者 電話番号 （054）641-○○○○             

                                           主任技術者 藤枝一男 

                                            

設 計 番 号   ○○○○○○ 自主検査実施日     ○○年○○月○○日  

                      番地  

設 置 場 所  藤枝市  茶町  

             ２丁目  ６番  １５号  

設置者氏名  藤枝 花子  

 ①. 自家用・借家・建売（配水管口径DCIP100 ㎜ ×分水口径 ２０㎜）  

工 事 内 容 ２. 止水栓止め    （配水管口径    ㎜×分水口径   ㎜）  

 ３. 仮設       （配水管口径    ㎜×分水口径   ㎜）  

     

                宅 地 内    

   

       

 給    

     

 水              道   路  

     

 管    

       

  配水管    

    

                 オフセット  

   

 （４．７０ｍ）     管種・口径  

  （Ｃφ１００）   

                                                   (０．７０ｍ)  

                                                                   埋設深さ  

                                                                  （土被り）  

                Ｖ：硬質塩化ビニル管  

           Ｐ：ポリエチレン管  

      ※ 管種      Ｃ：鋳鉄管  

                   Ａ：石綿管     給水装置工事申込日（  ○○年○○月○○日）  

 注 1. 工事写真（工事・水圧試験・残留塩素測定）を添付すること。 

 注 2. この完成届は、分水工事完成後、すみやかに提出すること。（自主検査のみ対象） 
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記入例②（メーター廻り） 

給 水 装 置 工 事 完 成 届 

                                 ○○年○○月○○日 

   藤枝市長 様 

 

                                      住所・所在地 藤枝市ＯＯ１丁目Ｏ－Ｏ 

                      氏名又は名称 株式会社茶町設備 

                    指定給水装置工事事業者 電話番号  （054）６４３－ＯＯＯＯ 

                                           主任技術者  藤枝一男 

設 計 番 号   ○○○○○○ 自主検査実施日 ○○年○○月○○日  

                      番地  

設 置 場 所  藤枝市   茶町  

               ２丁目 ６番 １５号  

設置者氏名   

 １ 自家用・借家・建売 （配水管口径 DCIP100 ㎜×分水口径   20 ㎜）  

工 事 内 容 ２ 止水栓止め       （配水管口径    ㎜×分水口径   ㎜）  

 ３ 仮設               （配水管口径    ㎜×分水口径   ㎜）  

  

             メーター廻り  

    

  

    

  

  

  

    

   

                              

                                1.5ｍ   

                                                                     1.2ｍ  

   

  

  

    

                                                  

  

                                                                  

    

  

  

  

  

                  給水装置工事申込日（  ○○年○○月○○日）   

 注 1. 工事写真（工事・水圧試験・残留塩素測定）を添付すること。 

 注 2. 完成届は、メーター廻り自主検査完了後、メーター貸与申請とともに提出すること。 
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※確認者設計番号有　・　無

  ■メーター 各種区分　　※印は記入不要です。

□家庭用（店舗兼住宅含む）〔店舗併用の場合名称　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　〕

□営業用（店舗、事務所等）〔名称　　　　  　　　　　　　　　  　　　　　　                      〕

□官公署、学校、病院等〔名称　　　       　　　   　　　                                    　　　〕

□工　 場〔名称

〕

※出庫年月日

受　水　槽

氏 名 ・ 名 称

電 話 番 号

●水道メーターを亡失または損傷したときは損害額を弁償します。

　メーターを設置する場所は・・・　□公共下水道が使える（供用開始区域内）　   □公共下水道なし（未整備区域）　

 ■公共下水道の状況  　※不明な場合は、市下水道課（浄化センター内）備え付けの「下水道台帳」でご確認ください。

※大字
コード

※出庫者口 径

－　　　　－

 下記場所の給水装置工事が完成し、検査を受けましたので水道メーターの貸与を申請します。
なお、水道メーターを保管するにあたり、次のことを誓約します。

指 定 給 水 装
置 工事事業
者 名

　　　水道メーター貸与申請書　（兼水道メーター保管誓約書）

  　　年　　月　　日

　藤　枝　市　長　 様 申
請
者

住 所・所在地

※量水器番号

　□新設　  □交換　  □再取付　  □増径  　□狭径  　□仮設工事用（３ヶ月以内）　　

ふ り が な

※検定満了年月

　　　 　　　　・

※順路
　番号

 藤枝市

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　  

メーター区分

給 水 場 所

用 途

●増改築、造園等の工事により水道メーターの検針に支障があると市が認めたときは、自己負担で
水道メーターの移設又は嵩上げを施工します。

●水道メーターの設置場所には、検針又は修繕の障害となる物を置いたり、工作物を設けたりしません。

  ■上下水道料金の請求先（必ず記入してください。）

工事期間中の料金請求先

　 　　　・　　　・　　　　　　　㎜

料金請求先

住 所 ・ 所 在 地

電 話 番 号

氏 名 ・ 名 称

ふ り が な

５．メーター器出庫について 
   

給水担当窓口で内容確認を受けた貸与申請書を水道料金お客様センターへ提出し、メーター

を受領する。 
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案　  内 　 図 　 地図（ P. - ）

メーター取付位置図

(住宅地図を貼付してください。）

裏面 
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６．水道メーター取付位置確認検査について 

① 共同住宅等複数のメーターを取り付けた場合に、メーター出庫の際に指定した部屋番 

号とメーターとの取付位置が一致しているか確認検査をし、報告書を提出すること。 

② 報告書提出後、上水道課職員立会いのもと再度確認検査を実施する。 

 

７．竣工図提出について 

  ① 変更の有無に関わらず、工事完成後速やかに提出すること。 

  ② 分水箇所の既設配水管、管種口径、第一止水栓、メーター器の位置をオフセットで明記 

   すること。 

 

８．給水装置工事舗装復旧完成届提出について 

  道路上で工事を行った場合、舗装完成後、完了写真を添え速やかに提出すること。 
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給水装置工事舗装復旧完成届 

 

 
                                      ○○年○○月○○日 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

写真（全景） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 写真（アップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計番号： 12345 

占用番号： 12（占用許可申請書の右最上部に提出時に記入する藤上工第 －12 号の番号） 

施行場所： 藤枝市岡出山１－１１－１ 

申請者名： 藤枝一男 

施工日 ：  ○○年○○月○○日 

業者名 ： 株式会社茶町設備 
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官 
民 
境 

官 地（公道） 民 地 

給水装置（個人の財産） 

ボール式止水栓乙型ハンドル付 止水栓筺 ボール式伸縮止水栓 メーターボックス 

給水管 

ポリエチレン管又はフレ

キシブル継手 

給水管 

サドル付分水栓 
配水管 

責 
任 
分 
界 
点 

逆止弁 

９．給水装置管理及び修理について 
  

（１）給水装置の設置者及び管理者 

 
    給水装置は、水道需要者が工事費を負担し設置するもので、維持管理も水道需要者が行

います。 

  

（２）給水装置の修理責任区分 

 
    給水管（装置）は、水道需要者の財産であり、需要者が維持管理する義務を負います。

したがって、給水管の破損等による漏水修理、止水栓不良等による交換は、すべて水道需

要者が行うこととなります。 

    しかし、道路（公道）上で給水管が破損し漏水が発生した場合、水道料金に関係ないこ

と、修理費用が莫大になることなどから需要者による十分な管理が行われず、公衆災害に

結びつく可能性があります。 

    このため、給水管修理の責任分界点を「官民境」と定め、修理を行います。 

 

○ 給水装置修理の責任分界点 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市が行う修理 
      

① 公道上の給水管漏水のとき（公衆災害防止対策） 

② 鉛管の漏水修理のとき※1
 

③ 検定満期メーター交換時の止水栓不良で、メーター交換に支障があるとき※2
 

④ 市が起因する給水装置の故障のとき 

    ※1.鉛管交換は、漏水修理の場合だけとし、水需要者が「鉛管交換だけ」を希望する場合は対象となりません。 

    ※2.メーターボックス内止水栓が不良であっても、第１止水栓により対応（開閉）できる場合は対象となりません。 
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（４）出水不良修理について 

 
   止水栓止めとした箇所は、永年放置すると錆等の付着により、出水不良となることがあり

ます。この場合、新規に分水し直しますが、この工事費は個人が負担することになります。 

   しかし、駿河台、清里等で配水施設と同時に止水栓まで施工した区域での出水不良    

は、市が工事費を負担します。 

  （※ 加入分担金免除３～６と前納地区が該当する。ただし、受贈後に新たに分水し止水栓

止めとした場合は除かれます。） 

 

１０．その他 
  

・藤枝市からのお願い 

 
① ライフライン、宅地造成に伴う地下埋設物の工事は一括でお願いします。 

ライフラインの整備や宅地造成にあたっては、新規の地下埋設物の工事が行われる場合

は、都市ガス・上水道・下水道など同時施工できるよう、単独で工事を行う前に効率的に

施工できないか事業者間や業者間で確認を行うなどして、二度堀のないようお願いします。

また、できる限り同じ掘削範囲内で施工できるよう調整を行うようにしてください。 

 

② 申請はできるだけまとめてお願いします。 

宅地開発など近接する場所で上水道給水管、下水道取付管、都市ガス供給管などの引き

込みを行う場合等は、各々、物件ごと申請するのではなく、事業者（業者）ごと一括で申

請してください。 

 

③ 基準点の復旧の徹底をお願いします。 

地籍調査等の測量によって確定した境界杭や基準点はとても重要なものです。トラブルを

避けるため、事前に市建設管理課地籍調査係へ相談してください。また、紛失した場合には

確実に復旧するようお願いします。 

 

④ 交通安全日本一を目指して  

藤枝市は、交通安全日本一を目指しており、定期的に道路の点検パトロールを行っていま

す。しかし、パトロールですべての道路状況を把握することには限界があります。 

管理している占用箇所の周辺や、工事箇所の近辺で、道路の穴、段差、亀裂、樹木の枝の

張り出し、腐食など、道路の危険個所を見つけた場合は、市建設管理課（６４３－３１６７）

へ連絡するようご協力をお願いします。 

 

 

・配水ポリエチレン管のＪＩＳ規格品とＪＷ－Ｐ規格品について 

 
配水ポリエチレン管（ＨＰ）においては、ＪＩＳ規格品とＪＷ－Ｐ規格品があり、管外径

に違いがあります。分水工事を施工する際は、サドル付き分水栓材料に注意してください。 

（注）光洋台、緑の丘、藤岡台の各団地及び平成１６年度以前の埋設管の一部にＪＩＳ規格品が

使用されています。 
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・ 

管種 

施工年度

管種 
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道路占用許可申請に伴うチェックリストの添付について 

 
新規分水工事等に伴う道路占用許可申請について、「土木工事関係申請チェックリスト」（両

面）を一部添付してください。チェック内容について、申請者－作成者欄にチェックを入れ、

上水道課の確認、公印押印後、返却しますので市建設管理課へ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道路舗装復旧に伴う埋戻し土について 

 
給水管布設後の道路舗装復旧について、「藤枝市道路占用等舗装復旧基準」では埋戻し土が、

Ｃ-３０、ＲＣ-４０等となっていますが、「藤枝市水道管路布設工事設計マニュアル」におい

てＣ-３０となっています。水道管埋設後の埋戻し土について、Ｃ-３０の使用をお願いします。 
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〒４２６－００２３ 

藤枝市茶町２丁目６－１５ 

藤枝市環境水道部上水道課 

 

電話 ０５４－６４６－４１１２ 

FAX  ０５４－６４６－４１１３ 

Ｅ-mail  josui@city.fujieda.shizuoka.jp 

藤枝市上水道マスコットキャラクター 

管太くん！ 


